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2022年1月17日号

米中分断の嘘 習近平「新文革」の実像

2022年1月10日号

孫正義の「資本論」 ソフトバンク、巨大ファンドの内幕

2021年12月27日・2022年1月3日号

再始動2022 見えたコロナの先

ビジネス誌 特集テーマビジネス誌 特集テーマ

週刊東洋経済

日経ビジネス

書籍ランキング書籍ランキング

2021年12月のベストセラー
日販調べ（2022年1月18日時点）

総合

① 世界一かんたん定番年賀状2022

年賀状素材集編集部 出版社：KADOKAWA

② はやわざ年賀状2022

インプレス年賀状編集部 出版社：インプレス

③ あっという間にかんたん年賀状2022年版
技術評論社編集部峠 出版社：技術評論社

④ はやわざ筆ぐるめ年賀状2022
インプレス年賀状編集部 出版社：インプレス

⑤ かんたん家計ノート2022
講談社 出版社：講談社

出所：日本出版販売株式会社

2022年1月22日号

企業価値の新常識

2022年1月15日号

ライフシフト超入門

2022年1月8日号

狙われる富裕層

「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」のご案内について「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」のご案内について

[一時支援金の概要]

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和3年4月以降、兵庫県が行った休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛要
請の影響を受け、売上が減少し、さらにコロナ禍からの回復期に急激な原油価格や原材料価格の高騰の影響を受ける中小法
人・個人事業主等の事業回復を下支えするため、「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」を支給します。

※詳細につきましては、兵庫県中小法人等一時支援金事務局コールセンターまでお問い合わせ願います。

◆対象者
①国の月次支援金を受給していること（対象月：令和3年4月分から令和3年10月分までのいずれかひと月）
※国の月次支援金受給後に、同支援金の不給付要件に該当することが判明した場合等、同支援金を
受給していても、審査により本兵庫県中小法人等一時支援金が不支給となる場合があります。

②次の所在地・住所地が、国の月次支援金対象月において兵庫県内にあること
ア 中小法人等にあっては、法人の本店の所在地
イ 個人事業主にあっては、事業者の住所地
③令和3年11月以降の燃料費、光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
④事業継続に向けた取組みを行っている、又はその意思があること

◆支給額
中小法人等：20万円
個人事業主：10万円
※本兵庫県中小法人等一時支援金の支給は1事業者につき1回限りです。

◆申請手続
・受付期間：令和4年1月20日（木）～令和4年2月28日（月）【2月28日の消印有効】

※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
・申請方法：原則、オンライン申請です。

◆お問い合わせ
兵庫県中小法人等一時支援金事務局コールセンター
TEL:050-8882-4908 受付時間：平日9：00～17：00
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経営のお悩みは

事業支援課へ
兵庫信用金庫はお客様に選ばれる

地域密着の「頼れるパートナー」を目指します

 新しく事業を始めたい
 販路を拡大したい
 新しい製品を開発したい
 補助金について知りたい

 次の世代に事業を承継したい
 会社の経営を立て直したい
 人材不足を何とかしたい
 その他経営に関すること全般

＜お悩みの例＞

どうぞお気軽にお悩みをお聞かせください。
兵庫信用金庫
業務部事業支援課
TEL:079-282-1263

事業承継の準備はじめませんか！おひとりで悩まずお気軽にご相談ください
国が設置した事業承継の相談所

おもな業務
◎事業承継（親族内・第三者）に関するご相談 ◎Ｍ＆Ａマッチング支援
◎事業承継計画策定支援 ◎事業承継診断、セミナー実施
◎経営者保証解除に向けた専門家支援 など

対 象：兵庫県内で事業を行う中小企業・小規模事業者
相談料：無料（ただし、士業などの専門家への報酬やＭ＆Ａにかかる手数料はご負担いただきます)

お問い合わせ・事前のご予約はTEL.078-303-2299
兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館8階

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力いただいた飲食店等を運営する事業者に対して支援金を
支給し、事業継続を支援します。

【支給対象事業者】
以下の全てを満たす事業者が支給対象となります。（詳しくは募集要項をご覧ください）
①兵庫県の「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けた飲食店等であること
②対象店舗が、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店の営業の許可を、本支援金の申請日までに受け、
営業の実態があること

③対象店舗が、令和3年11月以降の燃料費、光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
④令和4年4月以降も、対象店舗の営業を継続する意思があること

【支給額】 ※本支援金の支給は1店舗につき1回限りです。

１店舗当たり10万円（一律額）

【申請手続】
受付期間：令和4年1月17日（月）～令和4年2月22日（火）【2月22日の消印有効】

※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
申請方法：原則、オンライン申請です。

【お問い合わせ】
兵庫県飲食店向け協力金・一時支援金コールセンター
TEL:078-361-2501  受付時間:平日9:00～17：00
※詳細につきましては、兵庫県飲食店向け協力金・一時支援金コールセンターまでお問い合わせ願います。

「兵庫県飲食店等一時支援金」 のご案内「兵庫県飲食店等一時支援金」 のご案内

「兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター」 のご案内「兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター」 のご案内


